様式第11号（第10条関係）

低所得者利用者負担軽減措置に係る助成の額の支払に関する受領委任払契約書

　興部町（以下「甲」という。）と指定居宅介護サービス事業者　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）の間に、興部町低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱（以下「要綱」という。）第3条各号に規定する軽減の対象となる介護サービス（以下「介護保険サービス」という。）の利用者のうち低所得者に係る利用者負担の軽減（以下「軽減措置」という。）の実施にあたり、当該軽減措置等に係る軽減額の受領委任払について以下のとおり契約する。

（目的）
第1条　この契約は、甲が行う介護保険の被保険者について、軽減額の支給申請事務に係る被保険者の便宜を図るとともに、被保険者の自己負担費用の軽減と生活の安定に寄与することを目的とする。
（受領委任払の対象者）
第2条　受領委任払の対象者は、甲の軽減措置の決定を受け当該軽減措置の決定に関し甲が発行する訪問介護利用者負担額減額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証、特別地域加算等利用者負担減免認定証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）であって、乙に対し、軽減額の支給に関する請求及び受領の権限を委任しているものとする。
（軽減額の算定）
第3条　受領委任払いに係る軽減額は、要綱第8条第1項、第2項、第3項に規定する額とする。
2　前項に規定する軽減の程度により算定された軽減額に１円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。
（受領委任払の方法）
第4条　受領委任払の方法は以下のとおりとする。
（1）乙は、受給者から軽減額の支給に関する請求及び受領の権限の委任を受けるものとする。
（2）乙は、前号の委任を受けた受給者の軽減措置に係る助成の額支給申請書（以下「支給申請書」という。）を介護保険サービスの提供月の翌月10日（閉庁日の場合は、翌開庁日）までに甲に提出するものとする。
（3）乙は、支給申請書を甲に提出する際、前第１号の委任状を添付する（最初の支給申請に限る。）ものとする。
（4）甲は、前第２号の規定により支給申請書等の提出を受けたときは、受給者に係る利用月における介護保険サービスに利用実績を確認し、軽減額の支給を決定するものとする。
（5）甲は、前号の規定により決定した軽減額を、第1号に基づき乙に支払うものとする。
（利用者負担の徴収）
第5条　乙は、その提供した軽減措置に係る介護保険サービスについて、前条第1号の規定により、当該受給者に代わって軽減額の支払いを受ける場合は、当該介護保険サービスを提供した月ごとに、当該受給者に対し、軽減の対象となる費用から第3条により算定された軽減額を差し引いた額を請求するものとする。
（契約の解除）
第6条　乙が、この契約内容に違反した場合、介護保険法その他の関係法令等に違反した場合は、甲は契約を解除することができる。
（有効期間）
第7条　この契約書の有効期間は、　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日までとする。
2　この契約は、甲乙双方が契約内容に異議を申し述べなかった場合は、1年ごとに更新するものとする。
（契約に定めのない事項）
第8条　この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議してこれを定めるものとする。

　この契約を証するため、本書２通を作成し、記名押印の上、甲乙各自１通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　興部町字興部710番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　興部町長　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

